
住宅手当緊急特別措置事業について
離職により住宅を失う、または失うおそれのある方が、安心して就職活動が

できるよう住宅手当を支給します。詳しくは、お問い合わせください。

支給額（1ヵ月の上限額）

単身世帯は42，000円、複数世帯（2人～6人）は54，000円、複数世帯（7人以上）

は64，000円（家賃の実費分。共益費・管理費などは除く）。

支給要件（以下の�～�のいずれにも該当する方）
�申請時点で離職して2年以内の方
�離職前に自らの労働で賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方
�就労能力・常用就職意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みをする方
�住宅を喪失している方。または喪失するおそれのある方（�・�の要件に該当
し、賃貸住宅などに入居している方）。

�原則、収入のない方。ただし、臨時的・一時的な収入がある場合、または生計を
一とする同居の親族の収入がある場合は、その合計が1ヵ月で単身世帯は

84，000円、複数世帯は172，000円以下であること。

�生計を一とする同居の親族を含めた預貯金の合計が、単身世帯は50万円、複
数世帯は100万円以下であること。

�国の住宅喪失離職者などに対する雇用施策による貸付・給付、生活保護など
の給付を受けていない方。

支給期間…最長6ヵ月

支給方法…貸主への代理納付（大阪市が貸主の口座へ直接振り込みます）

申込み…直接来所で、保健福祉センター福祉担当へ申し込み。

問合せ…保健福祉センター福祉担当（�4809―9929）

★司法書士事務所 �6315―8080
（月曜日～金曜日、9時～18時）

12月 27（日） 1月 24（日）
9時～13時

司法書士
による相談 ★

★行政書士事務所 �6329―0123
（月曜日～金曜日、10時～16時）

12月 27（日） 1月 24（日）
9時～13時

行政書士
による相談 ★

★※11時45分～12時15分は要予約
大阪市地域就労支援センター

（ ）�0120―939―783
携帯電話からは�6567―6889

12月 16 1月 6・13・20･27
（毎週水曜日）
9時15分～12時15分

就労相談 ★※

保健福祉センター福祉担当
（児童母子 �4809―9850）

12月 15・18・22・25
1月 5・8・12・15・19・22･26･29
（毎週火曜日・金曜日）
9時15分～17時30分

就業相談
（母子家庭等向け）

★区役所地域振興担当
（防犯 �4809―9914）

随時防犯相談 ★

区役所市民協働担当
（人権 �4809―9825）

随時人権相談

区役所地域振興担当
（広聴 �4809―9683）
★予約専用電話…�4809―9843
（相談日当日の9時から受付）

12月 17（木）・24（木）
1月 7（木）・14（木）・21（木）・28（木）
13時～16時

法律相談 ★

�
�
定員27名
1／14は１８名

�
�

1月 4（月）
14時～16時（受付は15時まで）

行政相談
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各各種種相相談談日日 区役所・保健福祉センターで実施

★は電話予約制12月15日～1月31日

★国民健康保険料、長寿（後期高齢者）医療保険料、介護保険料の

納期限は1月4日（月）です

★固定資産税・都市計画税（第3期分）の納期限は、12月25日（金）です

納期限のお知らせ 期限内納付にご協力をお願いします

保健福祉センター保健担当
健康づくり �４８０９―９８８２

※詳しくは、お問い合わせください。

健康掲示板�健康掲示板�健康掲示板�

平成21年7月14日～10月13日生ま
れの方。予防接種手帳・母子健康
手帳を必ず持参してください。

1/12（火）
14 : 00～15 : 30

ＢＣＧ接種

予
約
不
要

15歳以上の方。無料。
1/8（金）
10 : 30～11 : 30

結核健診

18歳以上の方。無料。

日時については、予
約の際にお問い合
わせください。

骨量検査

予
約
制 30歳～39歳の女性。1,000円。乳がん検診

40歳以上の方。無料。肺がん検診

40歳以上の方。800円。胃・大腸がん検診

●各種検診（健診）・予防接種 保健福祉センターで実施

工業統計調査にご協力ください
「平成21年工業統計調査」を12月31日現在で実施します。

工業統計調査は、日本の工業の実態などを把握するため、

製造業・加工業を営む事業所を対象に毎年行われています。

調査の結果は、国や都道府県の施策立案の基礎資料のほか、民間企業や大学

など国民生活の幅広い分野で活用され、豊かで住みよい日本を築くために役立

てています。

12月下旬から、調査員が伺いますので、調査にご協力をお願いします。

問合せ…区役所地域振興担当（�4809―9734）

個人市・府民税の住宅ローン控除制度が変わります
平成21年1月1日～平成25年12月31日に入居し、所得税の住宅ローン控除の適

用を受ける方で、所得税から引ききれない額（最高97，500円）が発生した場合は、

翌年度の個人市・府民税から控除されるようになります。適用に際しては、税務

署で確定申告をすると大阪市への申告は原則不要です。

また、平成11年1月1日～平成18年12月31日に入居し、市・府民税の住宅ローン

控除の適用を引き続き受ける場合も、大阪市への申告は不要になります。詳し

くは、1月中にリーフレットを対象者あてに送付しますので、ご覧ください。

なお、所得税の住宅ローン控除の手続きについては、東淀川税務署（�6303―
1141）へお問い合わせください。

問合せ…梅田市税事務所個人市民税担当（�4797―2953）

地上デジタル放送に関するお知らせ
●地域説明会を開催します（無料・申込み不要）

※1月26日は60歳以上の方が対象。いずれも当日先着順。

●区役所出張所に「地上デジタル放送相談コーナー」を開設します

期 間…1月18日（月）～22日（金） 10時～12時・13時～16時

★区役所は、12月1日～1月29日（金）の祝日を除く月曜日～金曜日と第4日曜日、

10時～12時・13時～16時に開設しています。

説明会に関する問合せ…総務省大阪府テレビ受信者支援センター（デジサポ大

阪）〔�4790―7109（月曜日～金曜日 10時～18時）〕

60名老人福祉センター（淡路4―1―6）14時30分～1月26日（火）

各40名区民会館（東淡路1―4―53）
11時～・14時～

1月27日（水）

1月16日（土）

14時30分～1月11日（月・祝）

定員場 所時 間開催日

広告掲載枠
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区役所の駐車場はスペースに限りがあります。
ご来庁の際には、市バスなどをご利用ください。


